
  

一 

令和 6 年 3 月 29 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第２４号 
 （
オ

）

 

（
オ

）

 

 
千

葉
県

警
察

職
員

の
補

職
及

び
職

の
設

置
に

関
す

る
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
を

こ
こ

に
公

布
す

る
。

 

 
 

令
和

６
年

３
月

２
９

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

佐
久

間
 

 
英

 
利

 
 

 

千
葉

県
公

安
委

員
会

規
則

第
４

号
 

 
 

 
千

葉
県

警
察

職
員

の
補

職
及

び
職

の
設

置
に

関
す

る
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
 

 
千

葉
県

警
察

職
員

の
補

職
及

び
職

の
設

置
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

５
１

年
千

葉
県

公
安

委
員

会
規

則
第

４
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
第

１
条

中
「

一
般

職
員

」
を

「
警

察
行

政
職

員
」

に
改

め
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
「

少
年

セ
ン

タ
ー

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

サ
イ

バ
ー

捜
査

支
援

セ
ン

タ
ー

長
」

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
「

捜
査

実
務

研
修

所
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

検
視

官
室

長
 

 
 

」
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
第

４
条

（
見

出
し

を
含

む
。

）
中

「
一

般
職

員
」

を
「

警
察

行
政

職
員

」
に

改
め

る
。

 

 
第

５
条

（
見

出
し

を
含

む
。

）
中

「
一

般
職

員
」

を
「

警
察

行
政

職
員

」
に

改
め

、
同

条
の

表
中

 
 

 

「
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

第
３

条
の

表
中

「
少

年
セ

ン
タ

ー
長

」
を

 

上
席

少
年

補
導

専
門

員
 

上
席

相
談

専
門

員
 

上
席

通
訳

翻
訳

員
 

上
席

航
空

機
整

備
員

 

上
席

自
動

車
運

転
免

許
試

験
員
 

上
席

術
科

教
官
 

課
長

補
佐

又
は

係
長

 

鑑
識

技
術

員
 
課

長
補

佐
、

係
長

、
主

任
又

は
係

員
 

  

      
 

 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

公
安
委
員
会
規
則 

○ 

千
葉
県
公
安
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

千
葉
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

千
葉
県
警
察
職
員
の
補
職
及
び
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

一 

○ 

千
葉
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

公

安

委

員

会

規

則 

 
 

 
 

                
 

 
 

      

 
 

 
 

             
 

 
 

                      

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

6

年

3 

月

29

日 

号 
 

外 

  
千

葉
県

公
安

委
員

会
運

営
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
を

こ
こ

に
公

布
す

る
。

 

 
 

令
和

６
年

３
月

２
９

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

佐
久

間
 

 
英

 
利

 
 

 

千
葉

県
公

安
委

員
会

規
則

第
２

号
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
運

営
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
運

営
規

則
（

昭
和

２
９

年
千

葉
県

公
安

委
員

会
規

則
第

４
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
第

５
条

第
２

項
中

「
、

臨
時

会
議

の
招

集
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
」

を
「

、
臨

時
会

議
を

招
集

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

に
改

め
る

。
 

 
第

７
条

第
２

項
中

「
３

名
以

上
の

同
意

」
を

「
の

過
半

数
」

に
改

め
る

。
 

 
第

９
条

の
２

前
段

中
「

又
は

委
員

」
を

削
り

、
「

求
め

、
」

の
次

に
「

委
員

長
及

び
そ

の
求

め
に

応
じ

た
委

員
の

」
を

、
「

過
半

数
の

意
見

」
の

次
に

「
（

そ
の

求
め

に
応

じ
た

委
員

が
い

な
い

場
合

に
あ

つ
て

は
、

委
員

長
の

意
見

）
」

を
加

え
、

同
条

後
段

中
「

又
は

委
員

」
を

削
る

。
 

 
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
規

則
は

、
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 
千

葉
県

道
路

交
通

法
施

行
細

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
を

こ
こ

に
公

布
す

る
。

 

 
 

令
和

６
年

３
月

２
９

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

佐
久

間
 

 
英

 
利

 
 

 

千
葉

県
公

安
委

員
会

規
則

第
３

号
 

 
 

 
千

葉
県

道
路

交
通

法
施

行
細

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
 

 
千

葉
県

道
路

交
通

法
施

行
細

則
（

昭
和

３
５

年
千

葉
県

公
安

委
員

会
規

則
第

１
２

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 

 
第

２
条

の
３

第
１

項
第

４
号

ク
 

を
次

の
よ

う
に

改
め

る
。

 

 
 

 
 

 
児

童
福

祉
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
１

６
４

号
）

第
１

９
条

の
３

第
３

項
に

規
定

す
る

医
療

費
支

給
認

定
に

係
る

同
法

第
６

条
の

２
第

２
項

に
規

定
す

る
小

児
慢

性
特

定
疾

病
児

童
等

（
児

童
福

祉
法

第
６

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
小

児
慢

性
特

定
疾

病
及

び
同

条
第

３
項

の
規

定
に

基
づ

き
当

該
小

児
慢

性
特

定
疾

病
ご

と
に

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

疾
病

の
状

態
の

程
度

（
平

成
２

６
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

４
７

５
号

）
第

１
４

表
中

の
色

素
性

乾
皮

症
に

係
る

者
に

限
る

。
）

 

 
第

１
１

条
第

１
０

号
中

「
自

動
車

か
ら

遠
隔

に
存

在
す

る
運

転
者

が
電

気
通

信
技

術
を

利
用

し
て

当
該

自
動

車
の

運
転

操
作

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
自

動
運

転
技

術
を

用
い

て
自

動
車

」
を

「
自

動
運

転
技

術
そ

の
他

自
動

運
転

の
実

用
化

の
た

め
に

必
要

な
技

術
を

用
い

て
車

両
」

に
改

め
る

。
 

 
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
規

則
は

、
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 
に

、
「

捜
査

実
務

研
 

修
所

長
」

を
 

 
に

改
め

る
。

 

 を
 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第２４号 令和 6 年 3 月 29 日（金曜日） 
 

 
 

 

                 
 

 
 

 

                  

 
 

 
 

                                   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
」

 
 

 

「
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
」

 

め
る

。
 

 
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
規

則
は

、
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 
 

専
門

研
究

員
 

上
席

専
門

員
 

係
長

 

鑑
識

技
術

員
 
課

長
補

佐
、

係
長

、
主

任
又

は
係

員
 

上
席

少
年

補
導

専
門

員
 

上
席

相
談

専
門

員
 

上
席

通
訳

翻
訳

員
 

上
席

航
空

機
整

備
員

 

上
席

自
動

車
運

転
免

許
試

験
員
 

上
席

術
科

教
官
 

専
門

研
究

員
 

上
席

専
門

員
 

係
長

 

 
千

葉
県

警
察

の
組

織
に

関
す

る
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
を

こ
こ

に
公

布
す

る
。

 

 
 

令
和

６
年

３
月

２
９

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

佐
久

間
 

 
英

 
利

 
 

 

千
葉

県
公

安
委

員
会

規
則

第
５

号
 

 
 

 
千

葉
県

警
察

の
組

織
に

関
す

る
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
 

 
千

葉
県

警
察

の
組

織
に

関
す

る
規

則
（

平
成

６
年

千
葉

県
公

安
委

員
会

規
則

第
１

５
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
第

５
７

条
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。
 

 
（

サ
イ

バ
ー

捜
査

支
援

セ
ン

タ
ー

）
 

第
５

７
条

 
サ

イ
バ

ー
犯

罪
対

策
課

に
、

サ
イ

バ
ー

捜
査

支
援

セ
ン

タ
ー

を
附

置
す

る
。

 

２
 

サ
イ

バ
ー

捜
査

支
援

セ
ン

タ
ー

は
、

第
１

９
条

の
２

各
号

に
掲

げ
る

事
務

の
う

ち
、

こ
れ

ら
の

事
務

に
係

る
情

報
の

集
約

、
捜

査
の

支
援

、
情

報
技

術
の

解
析

及
び

人
材

の
育

成
に

関
す

る
事

務
を

処
理

す

る
。

 

 
第

５
９

条
の

６
を

第
５

９
条

の
７

と
し

、
第

５
９

条
の

２
か

ら
第

５
９

条
の

５
ま

で
を

１
条

ず
つ

繰
り

下
げ

、
第

５
９

条
の

次
に

次
の

１
条

を
加

え
る

。
 

 
（

検
視

官
室

）
 

第
５

９
条

の
２

 
捜

査
第

一
課

に
、

検
視

官
室

を
附

置
す

る
。

 

２
 

検
視

官
室

は
、

第
２

７
条

第
５

号
に

掲
げ

る
事

務
を

処
理

す
る

。
 

 
第

７
５

条
か

ら
第

７
７

条
ま

で
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。
 

 

 
（

サ
イ

バ
ー

捜
査

支
援

セ
ン

タ
ー

長
）

 

第
７

５
条

 
サ

イ
バ

ー
捜

査
支

援
セ

ン
タ

ー
に

、
サ

イ
バ

ー
捜

査
支

援
セ

ン
タ

ー
長

を
置

く
。

 

２
 

サ
イ

バ
ー

捜
査

支
援

セ
ン

タ
ー

長
は

、
上

司
の

命
を

受
け

、
サ

イ
バ

ー
捜

査
支

援
セ

ン
タ

ー
の

事
務

を
処

理
し

、
部

下
の

職
員

を
指

揮
監

督
す

る
。

 

第
７

６
条

及
び

第
７

７
条

 
削

除
 

 
第

８
０

条
の

４
を

第
８

０
条

の
５

と
し

、
第

８
０

条
の

３
を

第
８

０
条

の
４

と
し

、
第

８
０

条
の

２
を

第
８

０
条

の
３

と
し

、
第

８
０

条
の

次
に

次
の

１
条

を
加

え
る

。
 

 
（

検
視

官
室

長
）

 

第
８

０
条

の
２

 
検

視
官

室
に

、
検

視
官

室
長

を
置

く
。

 

２
 

検
視

官
室

長
は

、
上

司
の

命
を

受
け

、
検

視
官

室
の

事
務

を
処

理
し

、
部

下
の

職
員

を
指

揮
監

督
す

る
。

 

 
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
規

則
は

、
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 

 に
改

 

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〇
四
三

二
二
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二
六
五
八 

 


